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１ 概要  

後期高齢者医療保険料は、実施主体である兵庫県後期高齢者医療広域連合において２年ごとに

見直すこととされ、令和２・３年度における保険料の改定については、令和元年度の兵庫県後期

高齢者医療広域連合議会において決定され、現在施行中です。 

 

２ 保険料率の改定 

 
改定前 

（平成 30・31年度） 

現 行 

(令和 2・3年度) 
差 引 

均等割額 ４８，８５５円 ５１，３７１円 ＋２，５１６円 

所得割率 
１０.１７％ １０.４９％ ＋０.３２ポイント 

 

３ 被保険者一人当たりの平均年保険料額 

 
改定前 

（平成 30・31年度） 

現 行 

(令和 2・3年度) 
差 引 伸び率 

 

年額 

 

８２，１８６円 

 

８５，５１７円 

 

＋３，３３１円 

 

４．０５％ 

 

４ 賦課限度額の改定 

 
改定前 

（平成 30・31年度） 

現 行 

(令和 2・3年度) 
差 引 

賦課限度額 ６２万円 ６４万円 ＋２万円 

 

５ 低所得者軽減（２割・５割軽減）対象の拡大 

 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合に軽減を適用しま

すが、令和２年度から基準額を引き上げ、低所得者軽減の対象を拡大しています。 

 

 改定前（平成 30・31年度） 現 行(令和 2・3年度) 

２割軽減 ３３万円+５１万円×被保険者数 ３３万円+５２万円×被保険者数 

５割軽減 ３３万円+２８万円×被保険者数 ３３万円+２８．５万円×被保険者数 

 


